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衆
議
院
議
員
宮
本
徹
君
提
出
社
会
資
本
整
備
総
合
交
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金
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
交
付
要
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
付
け
国
官
会
第
二
千
三
百
十
七
号
国
土
交

通
事
務
次
官
通
知
）
に
定
め
る
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
（
以
下
「
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
資
本

整
備
総
合
交
付
金
に
係
る
計
画
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
付
け
国
官
会
第
二
千
三
百
十
八
号
国
土
交

通
事
務
次
官
通
知
）
に
お
い
て
、
整
備
計
画
を
作
成
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
整
備
計
画
の
目
標
の
妥
当
性
、
整
備
計
画
の
効
果
及
び
効
率
性
並
び
に
整
備
計
画
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
の
自

主
的
か
つ
主
体
的
な
検
証
（
以
下
「
事
前
評
価
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
円
滑
な
事
業
執
行

の
環
境
」
及
び
「
地
元
の
機
運
」
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
整
備
計
画
の
実
現
可
能
性
を
検
証
す
る
際
の
具

体
的
な
検
証
事
項
と
な
る
よ
う
、
御
指
摘
の
「
計
画
等
提
出
・
交
付
申
請
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
に
お
い
て
例
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
計
画
等
提
出
・
交
付
申
請
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
円
滑
な
事
業
執
行
の
環
境
」
に
係

一



る
検
証
事
項
と
し
て
「
事
業
熟
度
、
住
民
等
の
合
意
形
成
を
踏
ま
え
た
事
業
実
施
の
確
実
性
」
を
、
お
尋
ね
の
「
地
元
の
機

運
」
に
係
る
検
証
事
項
と
し
て
「
住
民
、
民
間
等
の
活
動
・
関
連
事
業
と
の
連
携
等
に
よ
る
事
業
効
果
発
現
の
確
実
性
」
を

そ
れ
ぞ
れ
例
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
つ

つ
、
整
備
計
画
の
内
容
に
応
じ
、
ど
の
よ
う
な
事
項
を
検
証
す
る
か
を
判
断
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

事
前
評
価
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
の
責
任
で
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
例

示
も
参
考
と
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
事
項
を
検
証
す
る
か
を
含
め
、
整
備
計
画
の
内
容
に
応
じ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

な
お
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
七
日
に
会
計
検
査
院
か
ら
国
会
に
報
告
さ
れ
た
「
会
計
検
査
院
法
第
三
十
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
く
報
告
書
」
を
踏
ま
え
、
「
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
に
係
る
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
（
周
知
）
」
（
平
成
二
十
八

年
二
月
二
十
四
日
付
け
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
等
総
合
調
整
室
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
地
方

公
共
団
体
に
対
し
て
、
事
前
評
価
を
適
切
に
実
施
す
る
よ
う
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


